
 

介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 

重要事項説明書 

 

（事業の目的） 

第１条 岩国市岩国第一地域包括支援センター（以下「地域包括支援センター」という。）が実施す

る介護予防ケアマネジメント及び介護予防支援事業（以下「事業」という。）は、介護保険制度の

基本理念に基づき、利用者ができる限り在宅で自立した日常生活を継続できるよう支援することを

目的とする。 

（運営の方針） 

第２条 事業は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、本人ができることはで

きる限り本人が行うことを基本として、利用者のできることを利用者と共に発見し、利用者の主体

的な活動と参加意欲を高めることを目指すものとする。 

２ 事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、提供される介護予防サービス等が特定の種類又は特定

の介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正・中立に行うものとする。 

３ この事業の運営に当たっては、介護保険法その他関係法令を遵守するものとする。 

（対象者） 

第３条 事業の対象となる者は、基本チェックリストにより「事業対象者」となった者、「要支援１」

又は「要支援２」の認定を受けた者とする。 

（事業者の概要） 

第４条 事業者の概要は次の表のとおりとする。 

法 人 名 称 医療法人社団 まりふ会 

代 表 者 理事長 森 脇 卓 二 

所 在 地 岩国市今津町一丁目１１－２３ 

（地域包括支援センターの概要） 

第５条 地域包括支援センターの概要は次の表のとおりとする。 

事 業 所 の 名 称 岩国市岩国第一地域包括支援センター 

所 在 地 岩国市牛野谷町二丁目１２－３８ 

電 話 番 号 ０８２７－３４－１５７７ 

Ｆ Ａ Ｘ 番 号 ０８２７－３４－１５７８ 

事業者指定番号 ３５００８０００３６ 

管 理 者 三宅 真寿美 

サービス提供地域 「川下、愛宕」 

（職員の体制） 

第６条 地域包括支援センターが実施する指定介護予防支援における職員体制は次のとおりとする。 

職  種 職員数 区分 勤務形態 備 考 

管理者 １ 兼務 常勤 
主任介護支援専門員

と兼務 

保健師それに 

準ずる者 
２ 専従 常勤 保健師 



社会福祉士それに

準ずる者 
２ 専従 

常勤１名 

非常勤１名 

社会福祉士 

介護支援専門員 

主任介護支援専門

員 
１ 兼務 常勤 管理者と兼務 

事務員 １ 専従 常勤  

（営業日及び営業時間） 

第７条 営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

営 業 日 月曜日から金曜日 

営 業 時 間 午前８時 30分から午後５時 15分 

休 業 日 

⑴日曜日及び土曜日 

⑵国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

⑶1月 2日及び同月 3日並びに 12月 29日から同月 31日までの日 

（事業の提供方法及び内容） 

第８条 事業の提供方法及び内容は、次のとおりとする。 

⑴ 利用契約の締結 

利用申込者又はその家族等に重要事項説明書を交付して説明を行い、同意を得た上で事業に係る

契約を締結する。 

⑵ アセスメント（状態の把握） 

当該契約を締結した利用申込者（以下、「利用者」という。）の居宅を訪問し、利用者及び家族等

に対してアセスメントを行う。 

⑶ 介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果等記録表）原案（以下「サービス計画

原案」という。の作成 

アセスメント結果等を基に、課題に対する目標及び具体策を示し、複数のサービス事業者の紹介

を求めることや、介護予防サービス計画原案に位置付けたサービス事業者の選定理由の説明を求め

ることが可能であることを説明し、利用者及び家族等と合意した上で、サービス計画書原案を作成

する。医療系サービスの利用を希望している場合等、主治医の意見を聴取する。 

⑷ サービス担当者会議の開催（介護予防支援、原則的な介護予防ケアマネジメント（ケアマネジ

メントＡ）、簡略化した介護予防ケアマネジメント（ケアマネジメントＢ）（※省略する場合もあり）

において実施） 

サービス担当者会議の開催により、サービス計画書原案について専門的な意見を聴取する。 

⑸  サービス計画書原案の説明 

利用者及び家族等にサービス計画書原案の内容について説明し、同意を得た上で計画を作成する。 

⑹  介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果等記録表）（以下「サービス計画書」

という。）の写しの交付 

計画を作成した際には、利用者又は家族等にサービス計画書の写しを交付する。医療系サービス

の利用を希望する場合等は意見を聴取した医師にも交付する。 

 ⑺ サービス事業者への連絡調整等 

介護予防サービス事業者に対し、利用者にサービス計画書に基づき適切に介護予防サービス（以

下「サービス」という。）が提供されるよう連絡調整等を行う。 

 ⑻ 達成状況の把握 

  ア サービス提供開始月の翌月から起算してケアマネジメントＡ及び予防支援の場合は３月に



１回、ケアマネジメントＢの場合は６ヶ月に１回、ケアマネジメントＣの場合は３ヶ月後の初回

のみ、利用者の居宅を訪問し、利用者の状況及びサービス計画の実施状況を把握する。 

  イ 利用者の居宅を訪問しない月は、介護予防サービス事業所への訪問、面接、電話等の方法に

より、利用者の状況及びサービスの提供状況を把握する。 

  ウ 利用者の状況の変化があった場合等必要に応じて、利用者の居宅を直接訪問、面接を行う等、

状況の把握に努める。 

エ 利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活状況に係る情報を得た場合は、

それらの情報のうち、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師の助言が必要であると判断したも

のについて、主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供する。 

 ⑼ 達成状況の評価 

   計画に位置付けた期間が終了したときは、当該計画の目標の達成状況について評価する。 

⑽ 給付管理及び介護報酬の請求 

  介護予防サービス事業者が利用者に提供したサービスの実績を確認し、岩国市及び国民健康保

険団体連合会へ介護報酬の請求を行う。 

（計画の変更） 

第９条 利用者が、計画の変更を希望した場合、又は地域包括支援センターが計画の変更が必要と判

断した場合は、地域包括支援センターと利用者双方の合意をもって計画を変更し、利用者又は家族

等及び介護予防サービス事業者にこれを交付するものとする。 

（事業の担当者） 

第 10 条 地域包括支援センターは、保健師その他事業に関する知識を有する職員を、利用者への業

務に従事させるものとする。 

２ 地域包括支援センターは、地域包括支援センターと業務委託契約を締結した居宅介護支援事業所

の介護支援専門員を業務に従事させることができるものとする。 

（利用料等） 

第 11 条 事業の利用料については、介護保険から全額支給されるので利用者の自己負担はないもの

とする。 

  ただし、保険料の滞納により、給付制限を受けた場合など、法定代理受領ができなくなった場合

には、介護報酬に規定された額と同額の利用料を利用者から徴収するものとする。 

２ 利用者が、地域包括支援センターに対し利用料を支払った場合、地域包括支援センターは利用者

に対し「介護予防支援提供証明書」を発行するものとする。 

３ 利用者が、「介護予防支援提供証明書」を持参の上、岩国市高齢者支援課の窓口で手続きをする

ことで、地域包括支援センターに対して支払った利用料の払い戻しを受けることができるものとす

る。 

（通常の実施地域） 

第 12 条 通常の実施地域は、「川下、愛宕」とする。 

ただし、市外に居住する要支援認定者が事業の提供を希望する場合、地域包括支援センターは適

切に事業を提供することができるよう努めるものとする。 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第 13 条 地域包括支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備

を行うとともに、職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。 

２ 地域包括支援センターは、虐待又は疑われる事案が発生した場合、市に速やかに通報します。 

 



（個人情報の使用等及び秘密の保持） 

第 14 条  地域包括支援センター及び地域包括支援センターと業務委託契約を締結した居宅介護支援

事業所は、利用者及び家族等の個人情報を保持するものとする。 

２ 地域包括支援センター及び地域包括支援センターと業務委託契約を締結した居宅介護支援事業

所は、次に掲げるサービス計画立案等のために必要な範囲内において、使用、提供又は収集するた

めに、利用者及び家族等の同意をあらかじめ得なくてはならないものとする。 

⑴ 利用者に関わるサービス計画の立案、作成及び変更に必要な場合 

⑵ 利用者に介護予防サービスを提供するために必要な場合 

⑶ サービス担当者会議その他介護支援専門員とサービス事業者との情報共有及び連絡調整等の

ため必要な場合 

⑷ 利用者が医療サービスの利用を希望し、主治医の意見を求める必要のある場合 

⑸ 利用者の容態の変化等に伴い、親族、医療機関及び行政機関等に緊急連絡を要する場合 

⑹ 地震・台風等の災害時又はその他緊急連絡を要する場合 

⑺ 行政機関の指導又は調査を受ける場合 

３ 地域包括支援センターが、個人情報の利用目的を変更する場合は、あらかじめ利用者等に通知し、

同意を得なくてはならないものとする。 

（ハラスメント対策） 

第 14 条 地域包括支援センターは、職場に受けるハラスメントを防止するための方針を明確にして、

必要な措置を講じて職員が働きやすい環境づくりを目指します。 

２ 利用者及びその家族等が地域包括支援センターの職員に対して行う暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗

中傷等の迷惑行為、セクシャルハラスメントなどの行為を禁止します。 

（相談・苦情・事故の受付） 

第 15条 介護予防支援に関する相談窓口、苦情・事故受付窓口は次のとおりとする。 

⑴  岩国第一地域包括支援センター 

電 話 番 号 ０８２７－３４－１５７７ 

受 付 時 間 午前８時 30分から午後５時 15分（土日祝日、12/29～1/3を除く） 

住    所 岩国市牛野谷町 2丁目 12-38 

苦情責任者 三宅 真寿美 

⑵ 地域包括支援センター以外の相談、苦情・事故受付窓口 

  岩国市 福祉部  

電 話 番 号 

福祉政策課  指導監査室 ０８２７－２９－５０７２ 

高齢者支援課 介護認定班 ０８２７－２９－２５３３ 

       介護給付班 ０８２７－２９－２５４４ 

       政策班   ０８２７－２９－２５１１ 

受 付 時 間 午前８時 30分から午後５時 15分（土日祝日、年末年始を除く） 

住    所 岩国市今津町一丁目 14-51 

山口県 長寿社会課 介護保険班 

電 話 番 号 ０８３－９３３－２７７４ 

受 付 時 間 午前８時 30分から午後５時 15分（土日祝日、年末年始を除く） 

住    所 山口市滝町 1-1 



山口県国民健康保険団体連合会 

電 話 番 号 ０８３－９９５－１０１０ 

受 付 時 間 午前９時 00分から午後５時 00分（土日祝日、年末年始を除く） 

担 当 部 署 介護保険課 

住    所 山口市朝田 1980番地 7 

山口県福祉サービス運営適正化委員会 

電 話 番 号 ０８３－９２４－２８３７ 

受 付 時 間 午前８時 30分から午後５時 00分（土日祝日を除く） 

住    所 山口市大手町 9-6 

（賠償責任） 

第 16 条 地域包括支援センターは、事業の提供に伴って、地域包括支援センターの責めに帰すべき

事由により利用者等の生命、身体、財産及び名誉に損害を及ぼした場合には、相当範囲内において

その損害を賠償する。 

２ 利用者及び家族等が、利用者及び家族等の責めに帰すべき事由により、地域包括支援センターの

従業者の生命、身体、財産及び名誉に損害を及ぼした場合には、地域包括支援センターは、相当範

囲内においてその損害を請求する。 

３ 地域包括支援センターは、「全社協福祉サービス総合補償保険」に加入している。 

（その他留意事項） 

第 17条 利用者及び家族等は、本契約で定められた業務以外の事項を事業の担当者（以下、「担当者」

という。）に依頼することはできないものとする。 

⑴ 医療行為 

⑵ 現金や貴重品などの預かり 

⑶ 地域包括支援センターの使用する自動車に乗車すること 

２ 担当者の選任及び変更は利用者に適正かつ円滑に計画を提供するため、地域包括支援センターが

行うものとし、利用者が担当者を指名することはできないものとする。業務上不適当とされる事由

があった場合はその限りではない。 


